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１ 「秋田市障がい者等自発的活動支援事業」について

秋田市では、障がい者福祉の増進と共生社会の実現を目指し、各種施策の推進と

さらなる充実を図っているところであります。

「秋田市障がい者等自発的活動支援事業」は、市民が主体（自発的）となって行

っている活動のうち、「障がい者に対する理解の深化」や「社会的障壁の除去」、「地

域での居場所づくり」等に向けた活動を支援するため、その活動を地域で行ってい

る、障がい者等やその家族、地域住民等からなる団体に補助金を交付するものです。

この事業を多くの皆様にご活用いただき、障がい者等やその家族の社会活動参加

への機運を高めることにより、本市の障がい者福祉の一層の推進を図ろうとするも

のです。
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２ 「秋田市障がい者等自発的活動支援事業」の補助の流れ

募 集 申 請 審 査

募集のお知ら 令和８年４月 ５月中旬に運

事 せをします。 １日(水）から 営委員会を開催

務 令和８年４月 し、申請内容を

局 ○市ホームページ ３０日(木)まで 審査します。

の ○チラシ の間に申請を受

作 ○秋田魁新報 付けます。

業 秋田市広報板

申請を希望さ 令和８年６月 運営委員会に

れる場合、障が １日(月)から令 出席していただ

い福祉課窓口又 和９年３月３１ き、申請事業の

申 は市ホームペー 日(水)までに実 説明（プレゼン

請 ジから「申請の 施される事業で テーション）を

者 手引」を取り寄 あれば、申請で 行っていただき

の せてください。 きます。 ます。

事 申請方法や必 運営委員会の

務 要書類等につい 委員からの質問

手 ては、本手引を には、申請団体

続 参照してくださ から答えていた

い。 だきます。

（６頁（９）参

照）
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通 知 補助金振込 事業実施 事業完了

運営委員会終 補助金交付の 事務局が事業 提出された補

了後、速やかに 請求があった日 を視察させてい 助事業完了報告

申請事業の採択 の属する週の翌 ただくことがあ 書（様式第２号）

又は不採択の通 週又は翌々週の ります。 および消費税等

知をお送りしま 木曜日に、ご指 ご協力をお願 仕入控除額報告

す。 定の口座に補助 いします。 書（様式第３号）

金を振り込みま を確認します。

す。 返還金が生じ

る場合には、返

還依頼通知書を

お送りします。

採択又は不採 補助金交付決 申請事業実施 事業完了後１

択をお知らせす 定通知書の内容 計画書（様式第 か月を経過した

る通知（補助金 を確認し、補助 １号）に沿って 日又は交付決定

交付決定通知書 金請求書をお送 事業を実施して があった年度の

又は不採択通知 りください。 ください。 末日から起算し

書）を受理して なお、補助金 やむを得ず、 て１月を経過し

ください。 の前払いが必要 計画の変更、事 た日のいずれか

５月下旬にな な場合は、前金 業の中止、交付 早い時期までに、

っても通知がお 払申請書も提出 の辞退をされる 補助事業完了報

手元に届かない してください。 場合には、事務 告書（様式第２

場合には、事務 その後、ご指 局にご連絡のう 号）および消費

局にご一報くだ 定口座に補助金 え、指示に従っ 税等仕入控除税

さい。 が振り込まれま てください。 額報告書（様式

す。 第３号）を提出

してください。
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３ 「秋田市障がい者等自発的活動支援事業」補助金交付基準

(1) 趣旨

この補助金は、市民が主体となって行っている活動のうち、「障がい者に対する理解の深化」
や「社会的障壁の除去」、「地域での居場所づくり」等に向けた活動を支援するため、その活動
を地域で自発的に行っている、障がい者等やその家族、地域住民等からなる団体に、予算の範
囲内で交付するものです。

(2) 対象となる団体

法人格の有無を問わず、以下の全ての要件を満たしている団体とする。
ア 秋田市内に活動拠点があること。
イ 市内に住所を有する障がい者本人およびその家族、自治会、ボランティア団体、ＮＰＯ
法人等であって、障がい者福祉に関する活動実績がある団体又は継続的な活動を行うこ
とが見込まれる団体であること。
ＮＰＯ法人等にあっては、いわゆる障害者総合支援法第５条第１項に規定する障害福

祉サービスを提供する団体でないこと。
ウ 社会福祉法人又は医療法人でないこと。
エ 団体の構成員の人数に、障がい者等およびその家族がおおむね１０人以上含まれること。
オ 活動への参加人数に、障がい者等およびその家族がおおむね１０人以上含まれること。
カ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
キ 特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦し、もしくは支持し、又はこれらに反

対することを目的とした団体でないこと。

ク 暴力団又は暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。

(3) 対象となる事業

区 分 対 象 事 業 例

ア ピアサポート ◇障がい者等およびその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換
のできる交流会活動等を開催する事業
◇精神障がい者のひきこもり対策事業（ピアカウンセリング、サロン）等

イ 災害対策 ◇障がい者等を含めた地域における災害対策活動等の知識習得などのた
めの講演会、講習会等を開催する事業
◇自主防災組織主催「障がい者の防災避難訓練」「災害対策講習会」等

ウ 孤立防止支援 ◇地域において障がい者等が孤立することがないよう見守り活動を行う
などの市民の障がい福祉意識の高揚を図る事業

エ 社会活動支援 ◇障がい者等が、自分たちの権利や共生社会の推進に関して、社会に働
きかけるボランティア等の活動および障がい者等の社会復帰に関する活
動に対する情報提供や普及・啓発用印刷物を作成・発行する事業
◇コミュニケーション支援事業（手話サロン、スキルアップサポーター
養成講座）等

◇製品販売ショップの共同運営等

オ ボランティア活動支援 ◇障がい児（者）に対するボランティアの養成や活動に関する事業
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カ 理解促進啓発・研修 ◇障がい者等に対する理解を深めるため、地域住民等に向けた講演会、
講習会、各種イベント開催、広報啓発資料作成等

キ その他の支援 ◇上記以外で事業目的を達成するために有効な活動であると市長が認め

た事業

注） 障がい施策や事業所の説明パンフレット等の製作、最新福祉用具を紹介する展示会等、
単に施策や用具を説明するだけの事業は対象外とします。

注） 秋田市から他の補助金の交付を受けている事業は対象外とします。

(4) 対象となる経費

事業を実施するうえで、直接必要となる経費です。
主に、諸謝金、交通費、宿泊費、会場費、消耗品費、印刷費、通信運搬費、賃金および雑費

の９費目とします。ただし、以下に掲げる経費は、補助金の算定対象外とします。
ア 広く事業効果が得られず、本来自助努力として行うべき事業経費
イ 団体の維持・管理に係る運営費
ウ 団体運営に係る備品購入費等
エ 事前準備に係る経費等（打合せ会場費、宿泊費等）
オ 食事代・懇親会費等

(5) 経費の支払内容

対象費目 主な支払内容 備考

ア 謝金 講師等への謝金 各個人からの領収証を添付

イ 交通費 移動のための交通費 領収証の取得できるもの

ウ 宿泊費 宿泊費 宿泊先からの領収証を添付、食事代は対象外

エ 会場費 会場使用料および会場設営費 領収証を添付。懇親会費は対象外

オ 消耗品費 各種消耗品、写真代等 領収証の取得できるもの

カ 印刷費 パンフレット・ポスター等の印刷費 領収証の取得できるもの

キ 通信運搬費 切手代、運送費等 領収証を添付。電話、ＦＡＸ代は対象外

ク 賃金 運営スタッフのアルバイト代 各個人からの領収証を添付

ケ 雑費 傷害保険等 領収証の取得できるもの

注） 領収証は、支払内容の確認できるものを添付してください。（「品代」不可）

(6) 補助金交付の限度年数

同一団体等による同一事業への補助金の交付期間は、最長で３年とします。

(7) 補助金額

補助対象経費を上限として、補助基本額に補助率を乗じた金額を補助します。
（千円未満の端数は切り捨て）。ただし、上限額があります。

ア 補助率 １０/１０
イ 上限額 ３００,０００円

注） 申込件数が多く、補助申請額が予算額を超えている場合は、この限りではありません。
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(8) 申請に必要な書類

注） 申請書類等は、「秋田市情報公開条例」における開示の対象となる公文書となります。

ア 交付申請書類 一式（様式第１号）
(ｱ) 補助金交付申請書 （７ページ）
(ｲ) 申請事業実施計画書 （８ページ）
(ｳ) 事業収支予算書 （９ページ）
(ｴ) 団体等概要書 （11ページ）

イ 団体等の規約又は会則

ウ 申請する事業に関する資料（開催要項、パンフレット等）

開催要項やパンフレット等、それに類する資料を必ずお送りください。

申請年度の事業資料ができていない場合は、前年度の資料で構いません。

新規に実施する事業については、各団体等で協議の上、開催要項案を作成してください。

エ 団体等の令和８年度の年間事業計画書等

オ 団体等の令和８年度の予算書

(9) 申請に対する審査

申請に対する審査は、秋田市障がい者等自発的活動支援事業運営委員会が、各申請団体等によ

る説明（プレゼンテーション）を経て、以下の視点に基づき行います。

審 査 の 視 点

１ 事業を遂行できる体制であるか。

２ 実行可能な方法、計画等による事業であるか。

３ 団体等の会員以外の参加や障がいへの理解の普及が見込める事業であるか。

４ 事業に参加した障がい者等にとって、成果が見込まれる事業であるか。

５ 将来の事業の発展や充実が見込める事業であるか。

６ 本市の障がい者福祉の増進と共生社会の実現の一助となることが見込める事業であるか。

●留意事項

ア 委員会の日程および各団体等の時間割等は、募集期間終了後に決定して通知します。

イ 委員会に欠席した団体等は、申請を取り下げたものとみなします。

ウ 申請事業内容の説明（プレゼンテーション）は、各申請団体等に行っていただきます。

エ 説明に用いる資料は、①「秋田市障がい者等自発的活動支援事業」補助金交付申請書（７

ページ）、②申請事業計画書（８ページ）、③事業収支予算書（９ページ）、④団体等概要書（11

ページ）とします。

オ 委員からの質問には、各申請団体等から回答していただきます。

カ 委員が上記「審査の視点」の６項目について５段階評価を行います。

合計点が一定の基準に満たない場合は、不採択とします。

キ 申請事業の採択・不採択については、後日、文書により通知します。
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様式第１号（第５条関係） 年 月 日

（宛先）

秋 田 市 長

住 所

団体名

代表者職･氏名

「秋田市障がい者等自発的活動支援事業」補助金交付申請書

「令和８年度秋田市障がい者等自発的活動支援事業」の補助金の交付を受けたいので、関係

書類を添えて、下記のとおり申請します。

記

１ 申請事業（補助基本額の英文字は事業収支予算書による）

【事業種別】□ピアサポート □災害対策 □孤立防止支援

□社会活動支援 □ボランティア活動支援 □理解促進啓発・研修

□その他の支援

【事業名】

【補助基本額】 【申請額】

様式３のＤ<Ｂなら Ｃ 補助基本額×補助率：１０/１０）

Ｄ>Ｂなら（Ｃ-(Ｄ-Ｂ)） （千円未満切捨、上限あり※）

円 円

※ 補助金上限額は、３００,０００円

２ 申請事業実施計画書 別紙

３ 事業収支予算書 別紙

４ 団体等概要書 別紙

５ 連絡担当者（申請の実務に携わる方）

フリガナ 団体等での役職

氏 名

〒

自宅住所

TEL Ｅ-mail

〒

勤 務 先 （勤務先名） （部署名）

TEL FAX

Ｅ-mail
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申 請 事 業 実 施 計 画 書

事 業 名

主 催

目 的

事 業 内 容

期 間

計 回

【会場名】

会 場

【住 所】

【対 象】

参 加 者

予想参加者 名(前回 名) 会 員 割 一 般 割

【スタッフ 計 名】

ス タ ッ フ 役 員 名 運営員 名

アルバイト 名 講 師 名 その他 名

【会員に対する告知】

募 集 方 法 【一般の方（障がいのある方も含む）に対する告知】

期待できる

成 果

申 請 理 由
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事 業 収 支 予 算 書

【収 入】
１ 「秋田市障がい者等自発的 円

活動支援事業」補助金

２ 団体自己資金 円

３ その他参加料収入等 Ｄ 円

(1)参加料収入 ＠ 円 × 人

円

(2)本補助金以外の補助金 円

(3)企業等の協賛金・寄付金 円

(4)その他（ ） 円

合 計 円

【支 出】(1/2)
費目 支出内容（単価、人数、個数等の積算根拠をお書きください） 金 額

①

謝

金

円

補 ②

交

助 通

費

対 円

象 ③

宿

経 泊

費

費 円

④

会

場

費

円
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【支 出】(2/2)
費目 支出内容（単価、人数、個数等の積算根拠をお書きください） 金 額

⑤

消

耗

品

費

円

補

⑥

助 印

刷

対 費

円

象 ⑦

通

経 信

運

費 搬

費

円

⑧

賃

金

円

⑨

雑

費

円

補 助 対 象 経 費 合 計

Ｃ 円

対

象

外

経

費 Ｂ 円

総事業費（補助対象経費Ｃ ＋ 対象外経費Ｂ）

Ａ 円
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団 体 等 概 要 書
年 月 日

フ リ ガ ナ

団 体 名

目的・活動

〒

所 在 地 等

TEL FAX

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ Ｅ-mail

設 立 年 月 日

所 管

加 盟 先

フ リ ガ ナ 役 職

代 表 者

役 員 構 成

役職・氏名

計 名

【会員 計 名】

会 員 正会員 名 準会員 名 賛助会員 名

その他(一般参加) 名

設 立 経 緯

時 期 事 業 名 参加人数

年 間 事 業

過 去 ３ 年 年 年 年

年 間 予 算 円 円 円
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様式第１号（第５条関係） 令和８年４月●●日

（宛先）

秋 田 市 長

住 所 秋田市山王一丁目１－2

団体名 「共生社会の実現」推進協議会

代表者職･氏名 代表 秋 田 太 郎

「秋田市障がい者等自発的活動支援事業」補助金交付申請書

「令和８年度秋田市障がい者等自発的活動支援事業」の補助金の交付を受けたいので、関係

書類を添えて、下記のとおり申請します。

記

１ 申請事業（補助基本額の英文字は事業収支予算書による）

【事業種別】□ピアサポート ■災害対策 □孤立防止支援

□社会活動支援 □ボランティア活動支援 □理解促進啓発・研修

□その他の支援

【事業名】

障がい者のための災害対策講習会

【補助基本額】 【申請額】

様式３のＤ<Ｂなら Ｃ 補助基本額×補助率：１０/１０）

Ｄ>Ｂなら（Ｃ-(Ｄ-Ｂ)） （千円未満切捨、上限あり※）

１９５，４４０円 １９５，０００ 円

※ 補助金上限額は、３００,０００円

２ 申請事業実施計画書 別紙

３ 事業収支予算書 別紙

４ 団体等概要書 別紙

５ 連絡担当者（申請の実務に携わる方）

フリガナ アキタ タロウ 団体等での役職

氏 名 秋 田 太 郎 代表

〒０１０－０９７３

自宅住所 秋田市八橋本町１丁目●－●●

TEL８６６－●●●● Ｅ-mail bc8662093@imail.com

〒０１０－８５６０

秋田市山王一丁目１－１

勤 務 先 （勤務先名） （部署名）

秋田市役所 障がい福祉課

TEL８８８－５６６３ FAX８８８－５６６４

Ｅ-mail ro-wfsc@city.akita.lg.jp
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申 請 事 業 実 施 計 画 書

事 業 名 障がい者のための災害対策講習会

主 催 「共生社会の実現」推進協議会

障がい者やその家族、地域住民等を対象に、災害時や災害対策に役立

目 的 つ講習会を実施することで、障がい者等に、災害に対する障がいの特性

に応じた日頃の備えの重要性等について周知する。

災害に対する障がいの特性に応じた日頃の備えや地域における避難支

事 業 内 容 援体制づくりの方法等を周知する災害対策講習会を開催する。

期 間 令和８年６月～令和９年３月

計 ６ 回

【会場名】 秋田市中央市民サービスセンター（センタース）

会 場

【住 所】 秋田市山王一丁目１番１号

【対 象】 障がいのある方やその家族、地域住民等

参 加 者

予想参加者 １２０名(前回 名) 会 員 １割 一 般 ９割

【【スタッフ 計 ８名】

ス タ ッ フ 役 員 ２名 運営員 ３名

アルバイト 名 講 師 １名 その他 ２名

【会員に対する告知】チラシの送付等

募 集 方 法 【一般の方（障がいのある方も含む）に対する告知】

広報あきた、新聞、ポスター、チラシの送付等

障がいのある方やその家族、地域住民等が、講習会を受講することで、

期待できる 障がいのある方には、災害に対する障がいの特性に応じた日頃の備えの

成 果 重要性等について周知することができる。地域住民等には、地域におけ

る避難支援体制づくりの方法等をアドバイスすることにより、共生社会

の実現と社会的障壁の除去に資することができる。

現代社会では、発生を完全に抑えることのできない自然災害に備えて

減災対策を推進し、障がいのある方の自由な社会参加と安全を確保する

申 請 理 由 体制を確立する必要がある。また、災害対策の推進には、「自助」「共助」

「公助」の役割分担を明確にすることが必要不可欠である。こうしたこ

とから、行政だけでなく、民間団体･地域社会･個人などが相互に協力し

合い、それぞれの役割を果たしていくための事業が必要だと考えたため。

補助金交付２～３年目
の場合は、前年度事業
の実績等を踏まえて記
入してください。
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事 業 収 支 予 算 書

【収 入】
１ 「秋田市障がい者等自発的 １９５，０００円

活動支援事業」補助金

２ 団体自己資金 ２４，４４０ 円

３ その他参加料収入等 Ｄ ０円

(1)参加料収入 ＠ ０円 × ６０人

０円

(2)本補助金以外の補助金 円

(3)企業等の協賛金・寄付金 円

(4)その他（ ） 円

合 計 ２１９，４４０ 円

【支 出】(1/2)
費目 支出内容（単価、人数、個数等の積算根拠をお書きください） 金 額

・講師謝金

① ＠７，０００円×１人×６回＝４２，０００円

謝

金

４２，０００円

補 ②

交

助 通

費

対 円

象 ③

宿

経 泊

費

費 円

・会場借上料

④ ＠１０，０００円×６回＝６０，０００円

会

場

費

６０，０００円
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【支 出】(2/2)
費目 支出内容（単価、人数、個数等の積算根拠をお書きください） 金 額

・封筒代

⑤ ＠１２円×１２０枚＝１，４４０円

消 ・コピー用紙代

耗 ＠５００円×３袋＝１，５００円

品

費

２，９４０円

補 ・チラシ印刷費

⑥ ＠３０円×５００枚＝１５，０００円

助 印 ・ポスター印刷費

刷 ＠３１５円×１００枚＝３１，５００円

対 費 ・講習会資料印刷費

＠１０円×１，５００枚＝１５，０００円 ６１，５００円

象 ⑦ ・切手代

通 ＠１１０円×１００枚＝１１，０００円

経 信

運

費 搬

費

１１，０００円

⑧

賃

金

円

・保険代（イベント保険）

⑨ ＠３，０００円×６回＝１８，０００円

雑

費

１８，０００円

補 助 対 象 経 費 合 計

Ｃ １９５，４４０ 円

対 ・スタッフ昼食代

象 ＠５００円×８人×６回＝２４，０００円

外

経

費 Ｂ ２４，０００円

総事業費（補助対象経費Ｃ ＋ 対象外経費Ｂ）

Ａ 円
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団 体 等 概 要 書
令和８年４月●●

フ リ ガ ナ キョウセイシャカイノジツゲンスイシンキョウギカイ

団 体 名 「共生社会の実現」推進協議会

障がいのある方やその家族等の社会活動参加への機運を高めるべく、

目的・活動 様々な活動を企画・主催することで、本市の障がい者福祉の増進と共生

社会の実現を推進することを目指す。

〒０１０－０９５１

所 在 地 等 秋田市山王一丁目１－２

TEL８８８－●●●● FAX８８８－●●●●

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ Ｅ-mail bc8662093@imail.com

設 立 平成２１年 ４月 １日

所 管

加 盟 先

フ リ ガ ナ アキタ タロウ 役 職

代 表 者 秋 田 太 郎 代表

代 表 秋 田 太 郎

副代表 秋 田 二 郎

役 員 構 成 副代表 秋 田 三 郎

役職・氏名 会 計 秋 田 花 子

監 事 秋 田 四 郎

計 ５名

【会員 計 ３５名】

会 員 正会員 ３５名 準会員 名 賛助会員 名

その他(一般参加) 名

平成２１年に障がい当事者３人から成る「障がい者の自立を目指す会」

設 立 経 緯 を設立し、草の根的な活動をしてきたが、平成２４年にスタッフを増や

して体制を強化し、さらなら障がい者福祉の増進と共生社会の実現を目

指して、団体名を改名し現在に至る。

時 期 事 業 名 参加人数

令和８年６月 障がい者のための災害対策講習会 １２０人

年 間 事 業 ～

令和９年３月

過 去 ３ 年 令和５年 令和６年 令和７年

年 間 予 算 １００，０００円 １００，０００円 １５０，０００円
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様式第２号（第10条関係） 年 月 日

（宛先）
秋 田 市 長

住 所
団体名
代表者職･氏名

「秋田市障がい者等自発的活動支援事業」補助事業完了報告書

「令和８年度秋田市障がい者等自発的活動支援事業」の補助金による事業実績を、下記のと
おり報告します。

記
１ 補助事業
【事業名】

２ 補助事業決算額（ＡからＤは収支決算書による）
【総事業費】 【対象外経費】 【補助対象経費】 【他収入額】
Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ－Ｂ Ｄ

円 円 円 円

【補助基本額】 【補助率】 【補助実績額】 【補助金交付済額】 【返還額】
Ｅ：D<BならC、 Ｆ (千円未満切捨､上限あり Ｈ Ｈ－Ｇ
D>Bなら{C-(D-B)} ※) (G>Hの場合は0)

Ｇ＝Ｅ×Ｆ

円 １０/１０ 円 円 円

※補助金上限額は、３００,０００円

３ 添付書類
① 領収証（写）の綴り（Ａ４の用紙に費目ごとに貼付すること。）
② 実施要項およびプログラム
③ 実施状況の写真（事業内容が確認できる写真を１０枚程度A4の用紙に貼付すること。）
④ 告知に使用したポスター、雑誌、新聞等の資料

４ 連絡担当者（報告の実務に携わる方）
フリガナ 団体での役職

氏 名

〒
自宅住所

TEL Ｅ-mail
〒

勤 務 先 （勤務先名） （部署名）

TEL FAX
Ｅ-mail
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補 助 事 業 報 告 書

事 業 名

期 間

【会場名】

会 場

【住 所】

【参加者数】 名 （前回人数 名）

参 加 者 うち障がい者 割（うち身体 割・知的 割

精神 割・難病 割・ その他の障がい 割）

一般 割（うち家族 割 地域住民等 割）会員

割

【スタッフ 計 名】

ス タ ッ フ 役 員 名 運営員 名

アルバイト 名 講 師 名 その他 名

【会員に対する告知】

・

【一般（障がいのある方々も含むに対する告知】

・

募 集 方 法 【該当するものに○をしてください。】

ポスター・チラシ・雑誌・新聞・ダイレクトメール・インターネット

テレビ・ラジオ・ＣＡＴＶ・タウン誌・その他

（雑誌、新聞名、ダイレクトメールの部数等、具体的に記入してください。）

・

・

【事業の特徴などを箇条書きしてください。】

・

内 容

・

事業の成果

と反省点、

その改善策
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収 支 決 算 書

【収 入】事業実施にあたって要した収入をすべて記入してください。

１ 「秋田市障がい者等自発的 円

活動支援事業」補助金

２ 団体自己資金 円

３ その他参加料収入等 Ｄ 円

(1)参加料収入

(2)本補助金以外の補助金 円

(3)企業等の協賛金・寄付金 円

(4)その他（ ） 円

合 計 円

【支 出】(1/2)

科目 支 出 内 容（単価、数量、個数等を詳しく書いてください。） 金 額

①

謝

補 金

円

②

対 交

通

費

象 円

③

経 宿

泊

費

費 円

④

会

場

費

円
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【支 出】(2/2)

科目 支 出 内 容（単価、数量、部数等を詳しく書いてください。） 金 額

⑤

消

補 耗

品

費

円

⑥

印

対 刷

費

円

象 ⑦

通

信

運

経 搬

費 円

⑧

費 賃

金

円

⑨

雑

費 円

補 助 対 象 経 費 合 計

Ｃ 円

対

象

外

経

費 Ｂ 円

総事業費（補助対象経費Ｃ ＋ 対象外経費Ｂ）

Ａ 円
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様式第３号（第10条関係）

年 月 日

（宛先）秋田市長

住 所

団体名

代表者職・氏名

年度秋田市障がい者等自発的活動支援事業補助金に係る

消費税等仕入控除税額報告書

年 月 日 秋田市指令第 号で交付決定を受けた 年度秋田市

障がい者等自発的活動支援事業補助金に係る消費税等仕入控除税額について下記のとおり

報告いたします。

記

１ 確 定 額 金 円

２ 秋田市障がい者等自発的活動支援事業補助金交付要綱第10条第２項に基づく実績報告

時に減額した補助金に係る消費税等仕入控除税額 金 円

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した補助金に係る消費税等仕入控除税額

金 円

４ 補助金返還相当額 金 円

記載内容の確認のため、次の資料を添付すること。

(1) 消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）

(2) 付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し

(3) ３の金額の積算内訳

(4) 補助事業者が消費税法第60条第４項に定める法人等である場合、同項に規定する

特定収入の割合を確認できる資料
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５ 補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにならない場合、その状況等

消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定時期も

記入すること。

６ 補助金に係る消費税等仕入控除税額がない場合、その理由

記載内容の確認のため、次の資料を添付すること。

(1) 免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税確定申告書の写

し（税務署の収受印等のあるもの）及び損益計算書等、売上高を確認できる資料

(2) 新たに設立された法人であって、かつ免税事業者の場合は、設立日、事業年度、

事業開始日、事業開始日における資本金又は出資金の金額が証明できる書類など、

免税事業者であることを確認できる資料

(3) 簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度における消費税

確定申告書（簡易課税用）の写し（税務署の収受印等のあるもの）

(4) 補助事業者が消費税法第60条第４項に定める法人等である場合には、同項に規定

する特定収入の割合を確認できる資料


